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第１ 評価の基本方針 
 

  １  評価の趣旨 

京都府公立大学法人評価委員会（以下「評価委員会」という。）は、地方独立行

政法人法第 78 条の２第１項第１号の規定に基づき、京都府公立大学法人（以下「法

人」という。）の第３期中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間にお

ける業務の実績に関する評価（以下「中間評価」という。）について、次の方針に

基づき評価を行った。 

                                                                       

ア  中期目標の達成に向け、法人の中期計画の実施状況の調査・分析を通じて評価 
を行う。 

イ 中間評価は、法人の自己点検・評価を基礎として、現行の中期計画の進捗状況 
や成果を確認するものとする。 

ウ 中間評価は、中期目標の達成状況に基づいた評価を行い、次期中期目標に向けて

の法人の組織及び業務のあり方等についての検討に資するものとする。 
エ 中間評価は、中期目標の期間における業務の実績に係る評価（最終評価）を行う
際の参考となるものとする。 

  ２  評価の方法                                                        
   ア 評価は、法人による中期計画の達成見込み評価を聴取した上で行った。 

  イ 評価は、全体評価及び項目別評価により行った。 

（ｱ）全体評価 

        全体評価は、項目別評価の結果を踏まえ、法人の業務の実績全体について評 
    価を行った。 

（ｲ）項目別評価 

     項目別評価は、中期計画の小項目及び大項目ごとに行った。 

     中期計画の小項目ごとの評価は、次のⅣ～Ⅰの４段階により行った。 
 

 

 Ⅳ 中期計画を上回って実施できる見込み 

 Ⅲ  中期計画を十分に実施できる見込み 

 Ⅱ  中期計画を十分には実施できない見込み 

 Ⅰ  中期計画を実施していない 

 

 
       中期計画の大項目ごとの評価は、次のＳ～Ｄの５段階により行った。 
 

 

 Ｓ 達成状況が特筆すべきものとなる見込み(評価委員会が特に認める場合) 
 Ａ  達成状況が良好となる見込み（すべてⅣ又はⅢ） 

 Ｂ 達成状況が概ね良好となる見込み（Ⅳ又はⅢの割合が８割以上） 
 Ｃ 達成状況が不十分となる見込み（Ⅳ又はⅢの割合が８割未満） 

 Ｄ  重大な改善事項がある（評価委員会が特に認める場合） 
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第２ 全体評価 

法人は、京都府立医科大学（以下「府立医科大学」という。）及び京都府立大学（以下

「府立大学」という。）の設置及び管理をし、府民に開かれた大学として透明性の高い運

営を行うとともに、京都府の「知の拠点」として、質の高い教育研究の実施を通して、幅

広い教養、高い専門能力及び倫理観を持った人材を育成し、また、世界トップレベルの医

療の提供や教育研究の成果を府民や地域に還元することにより、府民生活の向上、地域社

会や国内外の発展に貢献することを目的としている。 

 

この目的の具現化を図るため、平成 20 年度の法人化以降、６年間ごとに中期計画を作

成し、総合的で専門性の高い教育研究の実施と優れた人材の育成、産学公連携等による地

域貢献、高度で安心・安全な医療の提供や、効果的・効率的な業務運営等に取り組まれて

きたところである。  

 

令和２年度から令和７年度までの６年間は、第３期中期目標期間であることから、法人

では目標の達成に向けた第３期中期計画を令和２年３月に作成の上、取り組まれていると

ころであり、今回、第３期中期目標の達成見込みに係る中間評価を行った。 

 

中間評価については、特に注目される取組として、府立大学において、学部学科再編

により、令和６年度から３学部体制を５学部体制に変更し、研究力の向上などに向けた

取組を推進していることや、府立医科大学において、大学院医学研究科博士課程に「北

部キャンパス地域医学コース」を新設し、北部地域での医師確保を図るとともに、府立

医科大学の北部地域での教育研究機能の充実を推進していることなどが挙げられる。 

一方、学生の海外留学において、学生の海外留学割合の数値目標が達成できない見込

みであることなどから、「中期計画を十分には実施できない見込み」（評価Ⅱ）と認め

られるものがあった。 

その結果、中期計画全体で 66 項目中 65 項目が「中期計画を上回って実施できる見込

み」（評価Ⅳ）又は「中期計画を十分に実施できる見込み」（評価Ⅲ）となり、その割

合は全体の 98.5％であった。このため、法人全体として「達成状況が概ね良好となる見

込み（Ⅳ又はⅢの割合が８割以上）」と評価する。 

 【中間評価「大項目」評価結果】 

 
        評定 
 
 
大項目 

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

特筆すべき進
捗状況にある 

順調に進んで
いる 

概ね順調に進
んでいる 

やや遅れてい
る 

重大な改善事
項がある 

教育研究に関す
る事項 

 
 
 
 

 ○ 

 
 
 
 

 
 
 
 

管理運営に関す
る事項 

 
 
 
 

○ 
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第３ 項目別評価 

  １  教育研究に関する事項 

○  第３期中期目標の「大項目」である「教育研究に関する事項」については、
教育研究の特性に配慮し、事業の外形的・客観的な進捗状況についての評価を
行った。 

 

     ◆「教育研究に関する事項」の全体評価 
 

○ 第３期中期目標については、中期計画の「小項目評価」において、44 項目中
43 項目が「Ⅳ」（中期計画を上回って実施できる見込み。）又は「Ⅲ」（中期
計画を十分に実施できる見込み。）の評価結果となり、その割合が 8 割以上
(97.7%)となっているため、「大項目評価」としては、総合的に勘案して「Ｂ」
評価であり、達成状況が概ね良好となる見込みであると認められる。 

        

        
        
       
       
   
 
      
 

大項目評価 Ｂ 達成状況が概ね良好となる見込み 

小項目評価 

評 価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数 ０ ４３ １ ０ ４４ 

構成比(%)     (0.0) (97.7) (2.3) (0.0) (100.0) 

 

(1) 教育研究等の質の向上に関する重要事項 
ア 教育に関する目標 

  
 
 
 
 
 
 

小項目評価 

評 価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数 ０ １２ １ ０ １３ 

構成比(%)     (0.0) (92.3) (7.7) (0.0) (100.0) 

 

    （評価できる項目） 

○ 府立大学では、令和６年度に「食の文化学位プログラム」を設置し、高い
専門性と実践力を備える人材の育成に取り組まれている。 

○ 府立医科大学では、大学院医学研究科の授業の２０％を英語で実施する
等、教育環境のグローバル化に取り組まれている。 

 
(課題となる項目) 
○ 両大学において、学生の海外留学割合に係る数値目標が達成できない見
込みとなっている。国際的なコミュニケーション力や多様な価値観を備え
た人材の育成のため、数値目標の達成を目指す必要がある。 
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イ 研究に関する目標 

  
 
 
 
 

 
 
 

小項目評価 

評 価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数 ０ ９ ０ ０ ９ 

構成比(%)     (0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (100.0) 

        

     （評価できる項目） 

○ 府立医科大学では、医学・医療情報管理学講座を設置し、疾患別レジスト
リに取り組むなど、戦略的な研究を推進されている。 

 
○ 府立大学では、文化庁と文化財の調査を中心とした連携を行うなど、戦
略的な研究に取り組まれている。 

 
○ 両大学では、産学公連携機構（K-MICS）、産学公連携リエゾンオフィス
の設置、京都クオリアフォーラムへの参加等、産学公連携の推進に取り組
まれている。 

 
ウ 地域貢献に関する目標 

  
 
 
 
 

 
 

小項目評価 

評 価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数 ０ １０ ０ ０ １０ 

構成比(%)     (0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (100.0) 

 

（評価できる項目） 
○ 府立大学では、まいづる赤れんがオフィス、宮津サテライトオフィスを設

置される等、地域との連携を推進されている。 
 
    ○ 府立医科大学では、府本庁及び府内保健所等の行政機関に 医師の派遣を行

うとともに、医師不足が特に深刻な府北部地域の医療機関に延べ 1,516 名の
医師の派遣を行うなど、府内の地域医療の提供に貢献されている。 

 
エ 医科大学附属病院及び附属北部医療センターに関する目標 

  

 
 

小項目評価 

評 価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数 ０ １２ ０ ０ １２ 

構成比(%)     (0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (100.0) 

     

 （評価できる項目） 

〇 府立医科大学において、大学院医学研究科博士課程に「北部キャンパス地
域医学コース」を新設し、北部地域での医師確保を図るとともに、府立医科
大学の北部地域での教育研究機能の充実を推進されている。 
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○ 府立医科大学附属病院では、経営改革推進室を設置し、経営改革企画会議
を実施し、収支改善に取り組む等、経営改革に取り組まれている。 

 
 
  ２ 管理運営に関する事項 
 

     ◆「管理運営に関する事項」の全体評価 
 

○  第３期中期目標については、中期計画の「小項目評価」において、22 項目中
22 項目が「Ⅳ」（中期計画を上回って実施できる見込み。）又は「Ⅲ」（中期
計画を十分に実施できる見込み。）の評価結果となり、「大項目評価」として
は、「Ａ」評価であり、達成状況が良好となる見込みであると認められる。 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

大項目評価 Ａ 達成状況が良好となる見込み。 

小項目評価 

評 価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数 ０ ２２ ０ ０ ２２ 

構成比(%)     (0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (100.0) 

 

(1) 業務運営の改善等に関する事項 
 

 
 
 
 
 

 

小項目評価 

評 価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数 ０ １２ ０ ０ １２ 

構成比(%)     (0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (100.0) 

 

（評価できる項目） 

○ 府立医科大学では、病院機能の再編整備に向けて、附属病院の実施計画や
北部医療センターの基本構想を策定されるなど、段階的な整備の検討を進め
られている。 

○ 府立大学では、令和６年度から学部学科再編により新しい学部体制にする
など、研究力の向上などに向けた取組を推進されている。 

 

(2) 財務内容の改善に関する事項 
 

 
 
 
 
 

 

小項目評価 

評 価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数 ０ １ ０ ０ １ 

構成比(%)     (0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (100.0) 

 
（評価できる項目） 

○ 両大学では、同窓会からの寄附やふるさと納税について積極的に募集を行
うほか、府立医科大学では、照明の LED化による光熱水費の削減を行うなど、
教育・研究に係る財源確保に努められている。 
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(3) 教育研究及び組織運営の状況の自己点検・評価並びに当該状況に係る情報の提
供に関する事項 

 

 小項目評価 

評 価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数 ０ １ ０ ０ １ 

構成比(%)     (0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (100.0) 
 

（評価できる項目） 

    ○ 府立大学では、大学教育質保証・評価センターによる認証評価を受審し、
適合の評価を受けるとともに、府立医科大学附属病院では、病院機能評価を
受審し、指摘項目の改善を行う等、第三者評価結果に基づいた改善の実施を
進められている。 

 
(4) その他運営に関する重要事項 

 

 小項目評価 

評 価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数 ０ ８ ０ ０ ８ 

構成比(%)     (0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (100.0) 
 
      

（評価できる項目） 

○ 両大学では、公的研究費にかかわる教職員を対象に不正防止関係規程等に
基づく研修を行う等、倫理意識の向上に取り組まれている。 

  今後も、引き続き適正な大学運営が行われるよう取組の充実・強化を行っ
ていくことが必要である。 

 


